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第１章　総則

第１条（目的）
この法は訪問販売、電話勧誘販売、鼠講式販売、引続取引及び事業勧誘
取引といわれる財貨または役務(決まった施設を利用する、または役務の
提供を受けることができる権利を含む。以下同様）の取引を公正にし、
消費者の権益を保護して市場のネーム・バリューを向上することで国民
経済の健全な発展に貢献することを目的とする。

第２条（定義）
この法で使用する用語の定義は次の各号に定める。
1：”訪問販売”とは、財貨または役務（以下”財貨等”という）の販売
（申込代理、 委託及び仲介を含む。以下同様）を業にする者（以下”販
売業者”という）が訪問の方法で彼の営業所・代理店その他総理令が定
める営業場所（以下”事業場”という）以外の場所で消費者に勧めて契
約の締結を受ける、または契約の申込（事業場外の場所で勧誘など総理
令が定める方法によって消費者を誘引して事業場で契約の申込を受ける
、または契約を締結する場合を含む。）して財貨などを販売することを
言う。
２：”訪問販売者”とは、訪問販売を業にするために総理令が定める方
法で訪問販売組職を開設または管理運営する者（以下”訪問販売業者”
と言う）と訪問販売業者の代わりをして訪問販売業務を遂行する者（以
下”訪問販売員”と言う。）を言う。
３：”電話勧誘販売”とは、総理令が定める方法で電話などを利用し、
消費者を勧誘し契約の申込を受ける、または契約を締結するなどの方法
で財貨などを販売することを言う。
４：”電話勧誘販売者”とは、電話勧誘販売を業にするために、総理令
が定める方法で電話勧誘販売組職を開設、または管理・運営する者（以
下”電話勧誘販売業者”と言う。）と電話勧誘販売業者の代わりをして
電話勧誘販売業務を遂行する者（以下”電話勧誘販売員”と言う。）を
言う。
５：”鼠講式販売”とは、販売業者が特定人に次の人に勧誘活動をすれ
ば、決まった利益を得ることができると勧めて販売員の加入が順次段階
的に成り立ち、総理令が定める方法で管理運営される販売組職（以下”
鼠講式販売組職”と言う。）を通じて財貨などを販売することを言う。
イ：当該販売業者が供給する財貨などを消費者たちに販売するこ。
ロ：上記の規定による消費者たちの全部または一部にあって、特定人の
下位販売員で加入するようにしてその下位販売員が当該特定人のような
活動をすること。



６：”鼠講式販売者”とは、鼠講式販売を業にするために多段階販売組
職を開設または管理運営する者（以下”鼠講的販売業者”と言う）と鼠
講式販売組職に販売員として加入した者（以下”鼠講式販売員”という
）を言う。
７：”特定利益”とは、鼠講式販売において鼠講式販売員が消費者に財
貨などを販売して得る小売利益と鼠講式販売業者がその鼠講式販売員に
支給する後援手当を言う。
８：”後援数当たり”とは、販売数当たり・斡旋手数料・奨励金・後援
金などその名称及び形態を問わず、鼠講式販売業者が次の各号の事項と
係わって鼠講式販売員に支給する経済的利益を言う。
イ：どんな鼠講式販売員に属する下位販売員たちに対する組職管理及び
教育訓練実績
ロ：どんな多段階販売員の自らの財貨などの販売実績やその鼠講式販売
員に属する下位販売員たちの財貨などの販売実績
９：”引続取引”とは、事業者が総理令で定める財貨などを総理令で定
める期間及び金額以上に供給する契約を締結し、販売する取引を言う。
１０：”事業権幽居という”とは、総理令で定める事業機会を提供する
ことを約束し、それに必要な財貨などを総理令で定める金額以上で販売
する取引を言う。
１１”消費者”とは、事業者が提供する財貨などを消費生活のために使
う、若しくは利用する者、または大統領令が定める者を言う。

第３条（適用除外）
（１）財貨などの性質や取引慣行上、この法を適用する事が適当ではな
い場合、またはこの法を適用するのが取引の費用を著しく増加させる恐
れがある場合は、この法の一部または全部を適用しない。
（２）第１項の規定により、同法の適用が除外される取引または財貨な
どの類型と同法の適用が除外される範囲に関しては大統領令で定める。

第２章　訪問販売及び電話勧誘販売

第４条（訪問販売業者等の申告など）
（１）訪問販売業者または電話勧誘販売業者（以下”訪問販売業者”と
する）とは、大統領令が定めるところにより次の各号の事項を公正取引
委員会または特別市長・広域市長または道知事（以下”市・道知事”と
言う）に届けなければならない。ただし、大統領令が定める訪問販売業
者等と第１２条の規定により登録した鼠講式販売業者はその限りではな
い。
イ：商号・住所・電話番号・電子メールアドレス（法人の場合には代表
者の氏名、住民登録番号及び住所を含む） 
ロ：その他に大統領令で定める事項
（２）第１項の規定により届けた事項に変更がある時は、大統領令が定
めるところによりこれを届けなければならない。
（３）第１項の規定により届けた訪問販売業者等はその営業を休止また
は廃止する、または休業した後営業を再開する時は、大統領令が定める
ところによりこれを届ける事とする。
（４）公正取引委員会は第１項の規定により届けた訪問販売業者等の情
報を大統領令が定めるところにより公開することができる。

第５条（訪問販売等における氏名（名前）などの明示）
訪問販売者または電話勧誘販売者（以下”訪問販売者”という）が財貨



などを販売しようとする場合は、消費者に該当の訪問または電話が販売
の勧誘のためである事と、訪問販売者等の氏名（名前）または名称、販
売する財貨などの種類及び内容をあらかじめ明らかにしなければならな
い。

第６条（契約締結前情報提供及び契約締結の時契約書交付義務）
（１）訪問販売者等は財貨などの販売に関する契約を締結する前に、消
費者が契約の内容を理解するように次の各号の事項を説明し、契約の締
結の時これを記載した契約書を消費者に交付しなければならない。
イ：訪問販売業者等の氏名（法人の場合には代表者の氏名（名前）を言
う）・商号・住所・電話番号・電子メールアドレス
ロ：訪問販売員または電話勧誘販売員（以下”訪問販売員”という）の
氏名（名前）・住所・電話番号・電子メールアドレス（訪問販売業者等
が消費者と直接契約を締結する場合を除く）
ハ：財貨などの名称、種類及び内容
ニ：財貨などの価格とその供給方法及び時期
ホ：財貨などの供給方法及び時期
テ：申込の撤回期限とその行使方法及び効果に関する事項（申込撤回権
の行使に必要な書式を含む）
ト：財貨などの交換返品修理保証及び代金払い戻しの条件と手続き
チ：電子媒体で供給が可能な財貨などの場合設置・送信などに係わって
要求される技術的事項
リ：消費者被害補償と苦情及び紛争処理に関する事項
ヌ：取引に関する約款（第３２条の規定による基準約款と異なる特約を
結んだ場合に関する表示を含む）
ル：その他に購買可否判断に影響を与える取引組でもまたは消費者の権
利行事に必要な事項として大統領令が決める事項
（２）訪問販売者等が第１項の規定による契約を未成年者と締結しよう
とする場合には法定代理人の同意を得なければならない。また法定代理
人の同意を得ることができない場合には未成年者本人または法定代理人
が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければならない。
（３）電話勧誘販売の場合、第１項の契約では消費者の同意を受け、当
該契約の内容をファクシミリや電子文書(電子取引基本法第２条第１号の
規定による電子文書を言う。以下同様)に送付することで替えることがで
きるが、ファクシミリまたは電子文書により送付した契約の内容や到達
に関して争いがある場合は、電話勧誘販売者がこれを立証しなければな
らない。
４：訪問販売業者等は第１項の規定により、消費者に表示または告知し
た取引条件を信義則に従い誠実に履行しなければならない。

第７条（申込の撤回）
（１）訪問販売または電話勧誘販売（以下”訪問販売”という）の方法
で財貨などの購買に関する契約を締結した消費者は次の各号の期間（取
引当事者間が次の各号の期間より長い期間に締結した場合にはその期間
）内にあって契約に関する申込を撤回することができる。
イ：第６条の規定による契約書を交付された日から１４日
ロ：契約書を交付された時より財貨などの供給が遅く成った場合は、財
貨などを供給を受ける、または供給が開始された日から１４日
ハ：契約書を交付されなかったり、訪問販売者等の住所などが記載され
てない契約書を交付された場合、または訪問販売者等の住所変更などの
事由で第１号または第２号に定められた期間内に申込の撤回ができない



場合は、その住所を知ったまたは分かった日から１４日
２：消費者は次の各号の１にあたる場合は、訪問販売者等の意思に反し
て第１項の規定による申込の撤回はできない。
（１）消費者に責任ある事由で財貨などが滅失または毀損された場合。
ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合を除
く。
（２）消費者の使用または一部消費によって財貨などの価値が著しく減
少した場合。ただし、訪問販売業者が第６項の規定による措置を取った
場合に限る。
（３）時間の経過により再販売が困る位に財貨などの価値が著しく減少
した場合
（４）複製が可能な財貨などの包装を毀損した場合
（５）その他に取引の安全のために大統領令が定める場合
３：第１項の規定による申込の撤回を書面にする場合には申込の撤回の
申出が記載された書面を発送した日にその効力が発生する。
４：第１項または第２項の規定の適用と係わって財貨などの毀損に対し
て消費者の責任があるかどうかの可否、契約が締結された事実及びその
時期、財貨などの供給事実及びその時期または契約書の交付事実及びそ
の時期に関して争いがある場合は、販売者がこれを立証しなければなら
ない。
５：第１項または第２項の規定にかかわらず財貨などの内容が表示・広
告内容と相異なっている、または契約内容と違う物が履行された場合は
当該財貨などの供給を受けた日から３ヶ月以内としてその事実を知った
または分かった日から３０日以内に申込を撤回する事が出来る。
６：第２項第２号の規定により申込の撤回が阻害される憂慮が大きい財
貨などの場合、訪問販売者等はその事実を財貨などの包装その他消費者
が易しく分かる所に銘記する、または試用のための見本品を提供するな
どの方法を通じて使用や一部消費などによって申込撤回権の行使が阻害
されないように措置しなければならない。

第８条（撤回権行使の効果）
１：消費者は第７条第１項または第７条第５項の規定により申込を撤回
した場合は既に供給を受けた財貨等を返還しなければならない、また訪
問販売者（消費者から財貨などの代金を支払ってもらった物または消費
者と訪問販売等に関する契約を締結した者を含む。以下第１項から第７
項も同様）は財貨などの返還を受けた日から２営業日以内に既に支払わ
れた財貨などの代金を還付しなければならない。この場合、訪問販売者
等が消費者に財貨などの代金の還給を引き延ばした時は、その引き延ば
し期間に対して公正取引委員会が決めて告示する引き延ばし利率による
遅延利子（以下”遅延賠償金”という）を支給しなければならない。
２：第１項の場合、消費者が授信専門金融業法第２条第３号の規定によ
るクレジットカードその他に大統領令で定める決済手段（以下”クレジ
ットカード等”という）で財貨などの代金を支給した時には訪問販売者
等は速やかに当該クレジットカードなどの代金決済手段を提供した事業
者（以下”決済業者”と言う）に財貨などの代金の請求を停止または取
消しを要請しなければならない。
３：第２項の場合、訪問販売者等が決済業者から当該財貨などの代金を
既に支払われていた時は、直ちに決済業者に還付し、その事実を消費者
に通知しなければならない。また還給が引き延ばされ消費者が代金を決
済するようになった場合には決済した日以後の引き延ばし期間に対する
遅延賠賞金を消費者に支給しなければならない。



４：第３項の規定により訪問販売者等から財貨などの代金の還給を受け
た決済業者は速やかに消費者にこれを還付する、または還給に必要な措
置を取らなければならない、また訪問販売者等が正当な事由なしに決済
業者に代金を還付しない場合、消費者は還給を受ける金額に対して決済
業者に当該訪問販売者等に対する他の債務と相殺することを要請するこ
とができる、また決済業者は大統領令が定めるところにより、当該訪問
販売者等に対する他の債務と相殺することができる。
５：決済業者が第４項の規定による相殺を正当な事由なしに怠った場合
、消費者は決済業者に対して代金の決済を拒否することができる、また
訪問販売者等と決済業者はこれを理由であって消費者を、信用情報の利
用及び保護に関する法律第２条第７号の規定による信用不良者で処理す
るなど消費者に不利益を与える行為をしてならない。
６：第１項の場合、訪問販売者等は当該財貨などの一部が使用または消
耗した場合は大統領令が定める範囲の中でその財貨などの使用または消
耗によって消費者が得た利益またはその財貨などの供給に必要となった
費用に相当する金額の支給を当該消費者に請求することができる。
７：第７条第１項の規定による撤回の場合、供給を受けた財貨などの返
還に必要な費用は消費者がこれを負担するが、訪問販売者等は消費者に
違約金または損害賠償を請求することができない。ただし、第７条第５
項の規定による撤回の場合は返還に必要な費用一切を訪問販売者等が負
担する。
８：訪問販売者、消費者から財貨などの代金を支払ってもらった物また
は消費者と訪問販売等に関する契約を締結した者が同一人ではない場合
、各自は第７条第１項及び第７条第５項の規定による申込の撤回による
第１項から第７項の規定による財貨などの代金還給義務の履行において
連帯して責任を負う。

第９条（損害賠償請求金額の制限など）
１：消費者の帰責事由により財貨などの販売に関する契約が解除された
場合（第７条の規定により申込が撤回された場合を除く） 訪問販売者等
が消費者に請求する損害賠償額は次各号の１で決めた金額に代金未納に
よる遅延賠賞金を加えた金額を超過することはできない。
（１）供給を受けた財貨などが返還された場合には次の各号より大きい
金額 
イ：返還された財貨などの通常使用料額またはその使用によって通常得
られる利益に相当する金額
ロ：返還された財貨などの販売価格でその財貨などが返還された当時の
価額を控除した金額
（２）供給を受けた財貨などが返還されない場合にはその財貨などの販
売価格に相当する金額

第１０条（禁止行為）
訪問販売者等は次各号の行為をしてはならない。
（１）財貨などの販売に関する契約の締結を強要するとか申込の撤回ま
たは契約の解除を妨害する目的に消費者に威力を加える行為
（２）虚偽または誇張された事実を知らせる、または欺満的方法を使っ
て消費者との取引を誘導する、または申込の撤回または契約の解約・解
除を妨害する行為
（３）訪問販売員になろうとする者または訪問販売員に販売員になるた
めの条件または販売員資格維持の条件として加入費、販売補助物品、個
人割り当て販売額、教育費など、その名称及び形態如何を問わず大統領



令が定める水準以上の費用その他金品を取り立てる、または財貨などを
購買する等の義務を賦課する行為
（４）訪問販売員等にその他の訪問販売員等を勧誘する義務を負わせる
行為
（５）申込の撤回を妨害する目的で住所・電話番号などを変更する行為
（６）紛争や苦情処理に必要な人員または設備の不備を相当期間放置し
、消費者に被害を与える行為
（７）消費者の申込がないのに一方的に財貨などを供給し、財貨などの
代金を請求する行為
（８）消費者の同意を受けないのに繰り返したり、または相当な不便を
与える恐れがある方法や電話などを通じて財貨などの取引を誘導する、
またはファクシミリ, コンピューター通信などを通じて財貨などの取引
に関する情報を送る行為
２：公正取引委員会はこの法違反行為の防止及び消費者被害の予防のた
めに訪問販売者等が守らなければならない基準を決めて告示することが
できる。

第１１条（休止・廃業などの場合の業務処理）
１：訪問販売者等はその休業期間または営業停止期間中にも第７条第１
項及び第５項、第８条第１項から第３項の規定による業務は続けなけれ
ばならない。
２：訪問販売業者等が廃業申告をしない状態で破産するなど実質的に営
業ができない状態と判断される場合は、第４条第１項の規定による申告
を受けた行政機関の長は職権で登録を抹消できる。

第３章　鼠講式販売

第１２条（鼠講式販売業者の登録等）
１：鼠講式販売業者は大統領令が定めるところにより次の各号の書類を
取り揃え公正取引委員会または市・道知事に登録しなければならない。
（１）商号及び住所・電話番号・電子メールアドレス(法人の場合には代
表者の氏名（名前）・住民登録番号及び住所を含む)などを記載した申込
書
（２）第３３条の規定による消費者被害補償保険等の契約締結証明書類
（３）後援手当ての算定及び支給基準に関する書類
（４）ストックコントロール, 後援数当たり支給など販売の方法に関す
る事項
（５）その他に総理令で定める書類
２：鼠講式販売業者は第１項または第２項の規定により登録した事項に
変更がある時には大統領令が定めるところにより届けなければならない
。
３：鼠講式販売業者はその営業を休止または廃止する、あるいは休業後
営業を再開する時には大統領が定めるところによりこれを届けなければ
ならない。なおこの営業の廃止を届けた場合には第１項の規定による登
録はその効力を失う。
４：公正取引委員会は第１項の規定によって登録した鼠講式販売業者の
情報を大統領令が定めるところにより公開することができる。

第１３条（欠格事由）
次の各号の１にあたる個人または法人は第１２条の規定による登録はで



きない。
（１）次の各号の１にあたる個人または次の各号の１にあたる役員がい
る法人
イ：禁治産者・限定治産者または未成年者
ロ：破産宣告を受けていまだ復権されない者
ハ：この法に違反し懲役刑の宣告を受けてその執行が終わる、または執
行猶予が確定した後５年が経過しない者
ハ：この法に違反して刑の執行猶予の宣告を受けてその猶予期間中にあ
る者
ニ：この法を違反する行為をした者として大統領令が定める者
（２）第４１条第３項の規定により登録が取り消しされた後５年を経過
しない個人または法人
（３）第４１条第３項の規定により登録が取消された個人または法人の
取消当時の役員だった者（その取り消しされた日から５年が経過されな
い者に限る）がいる法人

第１４条（鼠講式販売員）
１：鼠講式販売組職に鼠講式販売員として加入しようとする者は、その
組職を管理・運営する鼠講式販売業者が総理令が定めるところにより登
録しなければならない。
２：次の各号の１にあたる者は鼠講式販売員として登録することはでき
ない。
（１）法人
（２）未成年者（ただし、法定代理人の同意がある場合は例外とする）
（３）この法を違反する行為をした者として大統領令が定める者
３：鼠講式販売業者はその者が管理・運営する鼠講式販売組職に加入し
た鼠講式販売員に総理令が定めるところによる鼠講式販売員登録証を交
付しなければならない。
４：鼠講式販売業者は総理令が定めるところによる鼠講式販売員登録簿
を作成しなければならない、また消費者被害の防止または救済のために
必要な場合は消費者に当該登録がされた鼠講式販売員の身元を確認する
事ができる。
５：鼠講式販売業者は第１項の規定により登録した鼠講式販売員に次各
号の事項に対して確認が可能な鼠講式販売員手帳（電子機器になってい
るものを含む）を交付しなければならない。
（１）後援手当ての算定及び支給基準
（２）下位販売員の募集及び後援に関する事項
（３）財貨等の返還及び鼠講式販売員の脱退に関する事項
（４）鼠講式販売員が守らなければならない事項
（５）その他総理令が定める事項

第１５条（契約締結前の情報提供及び契約締結時の契約書交付義務）
第６条の規定は鼠講式販売の方法で財貨等の販売に関する契約を締結す
る場合にも準用する。この場合、訪問販売者は鼠講式販売者と、訪問販
売業者は鼠講式販売業者と、訪問販売員は鼠講式販売員と読む。

第１６条（申込の撤回）
１：第７条第１項から第３項、第５項及び第６項の規定は鼠講式販売の
方法で財貨等の購買に関する契約を締結した消費者が申込を撤回する場
合に準用する。この場合、訪問販売者等は鼠講式販売者と読む。
２：鼠講式販売の方法で財貨等の購買に関する契約を締結した鼠講式販



売員は鼠講式販売業者に再考の保有を虚偽で知らせるなどの方法で財貨
等の再考を過多に保有した場合、再販売が困難な位に財貨等を毀損した
場合、その他大統領令が定める場合を除き契約締結日に構わずに書面で
当該契約に関する申込を撤回する事が出来る。
３：第１項または第２項の場合、契約が締結された事実及びその時期、
財貨等の供給事実及びその時期、財貨等の毀損可否及び責任所在などに
関して争いがある場合は販売者がこれを立証しなければならない。

第１７条（撤回権行使の効果）
１：鼠講式販売の相手（鼠講式販売者が鼠講式販売員または消費者に販
売した時には鼠講式販売員または消費者を、鼠講式販売員が消費者に販
売した時には消費者を言う。以下この章で同様とする。）は、第１６条
第１項または第２項の規定により契約に関する申込を撤回した場合は既
に供給を受けた財貨等を返還しなければならない、また鼠講式販売者（
相手から財貨等の代金を支払ってもらった者または相手と鼠講式販売に
関する契約を締結した者を含む。以下第１項から第８項で同様とする）
は財貨等の返還を受けた日から２営業日以内に既に支払われた財貨等の
代金を還付しなければならない。ただし、鼠講式販売業者が鼠講式販売
員に財貨等の代金を還付する場合において、大統領令が定める範囲以内
の費用を控除することができる、また鼠講式販売者が相手に財貨等の代
金の還給を引き延ばした時は、その引き延ばし期間に対する遅延賠償金
を支給しなければならない。
２：第１項の場合、相手がクレジットカードその他大統領令で定める決
済手段で財貨等の代金を支給した時は、鼠講式販売者は速やかに当該決
済業者に財貨等の代金請求を停止または取り消すことを要請するものと
する。
３：第２項の場合鼠講式販売者が決済業者から該当の財貨等の代金を既
に支払っていた時には速やかにこれを決済業者に還付し、その事実を相
手に通知しなければならない。また還給が遅延し、相手が代金を決済す
る事となった場合は、決済した日以後の引き延ばし期間に対する遅延賠
賞金を相手に支給しなければならない。
４：第３項の規定により鼠講式販売者から財貨等の代金の還給を受けた
決済業者は速やかに相手に対して還付する、または還給に必要な措置を
取らなければならない。鼠講式販売者が正当な事由なしに決済業者に代
金を還付しない場合、相手は還給を受ける金額に対して決済業者にあっ
て鼠講式販売者に対する他の債務と相殺することを要請することができ
る、また決済業者は大統領令が定めるところにより当該鼠講式販売者に
対する他の債務と相殺することができる。
５：決済業者が第４項の規定による相殺を正当な事由なしに怠った場合
、相手は決済業者に対して代金の決済を拒否することができる、また鼠
講式販売者と決済業者はこれを理由として当該相手を信用情報の利用及
び保護に関する法律第２条第７項の規定による信用不良者として処理す
る等、相手に不利益を与える行為をしてはならない。
６：鼠講式販売者は第１６条の規定による申込の撤回により財貨などの
代金を還付した場合、その還付した金額が鼠講式販売者が鼠講式販売員
に供給した金額を超過する時は、その差額を鼠講式販売員に請求するこ
とができる。
７：第１項の場合、鼠講式販売者はその財貨などの一部が使用または消
耗した場合は、大統領令が定める範囲内でその財貨などの使用または消
耗によって相手が得た利益、またはその財貨などの供給に必要となった
費用に相当する金額の支給を当該相手に請求することが出来る。



８：第１６条第１項の規定により準用される第７条第１項の規定による
撤回の場合、供給を受けた財貨などの返還に必要な費用は相手がこれを
負担するが、鼠講式販売者は相手に違約金または損害賠償を請求するこ
とができない。ただし、第１６条第１項の規定により準用される第７条
第５項の規定による撤回の場合は、返還に必要な費用一切を鼠講式販売
者が負担する。
９：鼠講式販売者、相手から財貨などの代金の支給を受けた者、または
相手と鼠講式販売に関する契約を締結した者が同一人ではない場合、各
自は第１６条第１項の規定による申込撤回による第１項から第５項及び
第８項の規定による財貨などの代金還給と係わった義務の履行に関し、
連帯して責任を負う。

第１８条（損害賠償請求金額の制限等）
第９条の規定は鼠講式販売者との財貨などの販売契約が解除された場合
（第１６条の規定により申込が撤回された場合を除く）に対して準用す
る。この場合、訪問販売者等は鼠講式販売者と、消費者は相手とみなす

第１９条（後援手当ての支給基準など）
１：鼠講式販売業者は鼠講式販売員に告知した後、援手当ての算定及び
支給基準が相異なっている後援手当てを算定・支給する、またはその他
不当な方法で鼠講式販売員を差別して扱ってはならない。
２：鼠講式販売業者は、後援手当ての算定及び支給基準を客観的かつ明
確に決めなければならない、また後援手当ての算定及び支給基準を変更
しようとする場合は、大統領令が定めた手続きに従わなければならない
。
３：鼠講式販売業者が鼠講式販売員に支給する後援手当ては正常な商行
為を通じて持続的に支給することができる範囲以内ではなければならな
い。
４：鼠講式販売業者は鼠講式販売員の要求がある場合、後援手当ての算
定・支給内訳の閲覧を許可しなければならない。

第２０条（後援数当たり関連表示広告）
１：鼠講式販売業者は鼠講式販売員の募集などにおいて、一部実績が良
い販売員の後援手当てのみを表示する方法など誇張して表示・広告して
はならない。
２：鼠講式販売業者は鼠講式販売員になろうとする者に、鼠講式販売員
全体に対する平均後援数当たりなど後援手当ての支給現況に関する情報
を総理令が定める基準によって告知しなければならない。

第２１条（鼠講式販売員の加入及び脱退等）
１：鼠講式販売業者は鼠講式販売員登録の条件で過多な財貨などの購入
など大統領令が定める水準以上の負担を背負わせる事をしてはならない
。
２：鼠講式販売業者は鼠講式販売員が第１４条第２項第３号の規定に当
たる時は、当該鼠講式販売員を脱退させなければならない。
３：鼠講式販売員はいつでも鼠講式販売業者に脱退意思を示し、脱退す
ることができる。
４：鼠講式販売業者は脱退した鼠講式販売員の販売行為などにより消費
者被害が発生しないように必要な措置を取らなければならない。
５：第４項の規定による必要な措置をしない場合、鼠講式販売業者は第
２６条の規定による責任を免れることができない。



第２２条（禁止行為）
１：鼠講式販売者は次の各号の行為をしてはならない。
（１）財貨などの販売に関する契約の締結を強要する、また申込の撤回
または契約の解除を妨害する目的で相手に威力を加える行為
（２）虚偽または誇張された事実を知らせたり欺満的方法を使い、相手
との取引を誘導する、または申込の撤回または契約の解約・解除を妨害
する行為
（３）鼠講式販売員になろうとする者または鼠講式販売員に販売員とし
ての登録や登録維持の条件として加入費、販売補助物品、個人割り当て
販売額、教育費など、その名称及び形態如何を問わず大統領令が定める
水準以上の費用その他金品を取立てるなどの義務を賦課する行為。ただ
し、鼠講式販売員にその下位販売員や消費者にかける被害に備えるため
に総理令が定める内容の支給保証契約や保険加入を要求する行為は除く
。
（４）鼠講式販売員に下位販売員募集自体に対して経済的利益を支給す
る、または一定数の下位販売員を募集または後援することを条件にして
後援手当てを先に支給する行為
（５）申込の撤回を妨害する目的で住所・電話番号などを変更する行為
（６）紛争や苦情処理に必要な人員または設備の不備を相当期間放置し
、相手に被害を与える行為
（７）相手の申込がないのに、一方的に財貨等を供給して財貨等の代金
を請求する行為
（８）相手の同意を受けないのに、繰り返しまたは相当な不便並びに憂
慮ある方法で電話等を通じて財貨等の取引を誘導する、またはファクシ
ミリ、コンピューター通信などを通じて財貨等の取引に関する情報を送
る行為。
（９）鼠講式販売員が社会的な身分などを利用し、自分へ下位販売員の
登録を強要する、または鼠講式販売員がその下位販売員に財貨等を押し
売る行為
（１０）鼠講式販売員または鼠講式販売員になろうとする者に本人の意
思に反して教育合宿などを強要する行為
（１１）鼠講式販売業者の職員でない鼠講式販売員を鼠講式販売業者に
雇用された職員であるように誤認させる行為
（１２）第３３条の規定による消費者被害補償保険等の契約を締結せず
、営業する行為
２：誰でも鼠講式販売組職またはこれと類似した段階的に加入した加入
者で構成された鼠講式組職を利用して財貨などの取引なしに金銭取引の
みをする、また財貨等の取引を装って事実上金銭取引のみをする行為を
してはならない。
３：鼠講式販売業者は鼠講式販売員が第１項各号または第２項の禁止行
為をするように唆したり幇助してはならない。
４：公正取引委員会はこの法違反行為の防止及び消費者被害の予防のた
めに鼠講式販売者が守らなければならない基準を決めて告示することが
できる。

第２３条（消費者などの停止請求権）
鼠講式販売業者が第２２条の禁止行為規定を違反するにより利益を侵害
される、または侵害される恐れがある者または大統領令が定める消費者
団体等は、著しい損害を被るまたは被る恐れがある場合、利益を侵害す
るまたは侵害する恐れがある鼠講式販売業者の行為に対して大統領令が



決めるところにより公正取引委員会に侵害の停止に必要な措置を要請す
ることができる。

第２４条（休業・廃業などの場合の業務処理など）
１：鼠講式販売業者はその休業期間または営業停止期間中も第１６条第
１項の規定により準用される第７条第１項及び第５項, 第１７条第１項
から第３項の規定による業務を継続しなければならない。
２：鼠講式販売業者が廃業する、またはその登録が取消しされた場合、
鼠講式販売員がその廃業または登録取消し時に販売することができなか
った財貨などを他人に販売した時には、その鼠講式販売員が申込の撤回
により財貨などの返還を受け、または財貨などの返還を受けた日から２
営業日以内に財貨などの代金を還付しなければならない。
３：鼠講式販売業者が廃業申告をしないで破産するなど実質的に営業が
できないと判断される場合には、登録を受けた行政機関の長はその登録
を職権で取り消すことができる。

第２５条（住所変更等の公告）
鼠講式販売業者が次の各号の１に当たる場合、公正取引委員会または該
当する市・道知事は総理令が定めるところによりその事実を公表しなけ
ればならない。
（１）商号または主な事業場の住所・電話番号を変更した場合
（２）休業または廃業をした場合
（３）業務停止処分を受ける、または登録が取消しされた場合

第２６条（鼠講式販売業者の責任）
１：鼠講式販売業者は鼠講式販売員が下位販売員を募集する、または鼠
講式販売業者の財貨などを消費者に販売するにあたり鼠講式販売員が第
２２条の規定を違反しないように相当な注意をはらわなけらばならない
。
２：鼠講式販売業者が第１項の規定による注意義務を怠った場合、鼠講
式販売業者は鼠講式販売員が第２２条の規定を違反することで他の鼠講
式販売員または消費者に加えた財産上損害に対して、これを賠償する責
任を負う。
３：第２項の賠償責任の範囲は大統領令で定め、第２項の規定は鼠講式
販売員に対する鼠講式販売業者の求償権の行使を妨げない。

第４章　引続取引など

第２７条（契約締結前の情報提供及び契約締結の時の契約書交付義務）
１：引続取引または事業勧誘取引（以下”引続取引”という）を業にす
る者（以下”引続取引業者”という）との財貨などの取引に関する契約
を締結する前に消費者が契約の内容を理解するように次の各号の事項を
説明し契約の締結時に、これを記載した契約書を消費者に交付しなけれ
ばならない。
（１）引続取引業者等の姓名（法人の場合には代表者の氏名（名前）を
言う）・商号・住所・電話番号・電子メールアドレス
（２）引続取引を通じ、販売する財貨等（引続取引と係わって別に購入
する必要がある他の財貨等がある場合はその財貨等を含む）や事業勧誘
取引を通じて販売する財貨等の名称、種類及び内容
（３）財貨等の取引価格とその支給時期及び方法



（４）財貨等の取引方法と取引期間及び時期
（５）事業勧誘取引の場合は提供される事業に関する取引条件で大統領
令が定める事項
（６）第２８条の規定による契約の解約とその行使方法及び効果に関す
る事項（契約の解約権を行使するに必要な書式を含む）
（７）苦情処理及び紛争処理に関する事項
（８）取引に関する約款（第３２条の規定による基準約款と異なる事を
定めた場合それに関する表示を含む）
（９）その他、取引の可否判断に影響を与える取引内容、または消費者
の権利行事に必要な事項で大統領令が定める事項
２：引続取引業者等が第１項の規定による契約を未成年者と締結しよう
とする場合は、法定代理人の同意を得なければならない。また法定代理
人の同意を得ることができない場合には未成年者本人または法定代理人
が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければならない。
引続取引業者等は第１項の規定により消費者に表示または告知した取引
条件を信義則に従い誠実に履行しなければならない。

第２８条（契約の解約）
引続取引業者等と引続取引等の契約を締結した消費者（事業勧誘取引の
相手を含む。以下この条で同様）は契約期間中いつでも契約を解約する
ことができる。ただし、取引の安全などのために大統領令で定める場合
はその限りではない。

第２９条（契約解約または解除の効果と違約金等）
１：引続取引業者等の帰責事由なしに引続取引等の契約が解約または解
除された場合（第７条及び第１６条の規定により申込が撤回された場合
を除く）引続取引業者等は消費者に解約または解除によって発生する損
失を著しく超過する違約金を請求してはならない。
２：契約が解約または解除された場合、消費者は返還することができる
財貨等を引続取引業者等に返還することができる、また引続取引業者等
は大統領令が定めるところにより代金の還給または違約金の軽減などの
措置を取らなければならない。
３：引続取引業者等は自分の帰責事由なしに契約が解約または解除され
た時に消費者から受けた財貨などの代金(財貨などが返還された場合に還
付しなければならない金額を含む)が既に供給した財貨などの代金に違約
金を加えた金額より多い場合は、その差額を消費者に還付しなければな
らない。また還給が引き延びになる場合には総理令が定める引き延ばし
期間に対する遅延賠償金を加えて還付しなければならない. 
４：第１項の規定の適用と係わって消費者の責任があるかどうかの可否
、契約が締結された事実及びその時期、財貨などの供給事実及びその時
期に関して争いがある場合には引続取引業者等がその立証をしなければ
ならない。
５：公正取引委員会は第１項及び第２項の規定による違約金の請求また
は代金の還給などに係わる紛争を防止するために必要な場合、違約金及
び代金の還給に関する算定基準を決めて告示することができる。

第３０条（取引記録の閲覧など）
引続取引業者等は大統領令が決めるところにより財貨などの取引記録な
どをいつでも消費者が閲覧することができるようにしなければならない
。



第３１条（禁止行為など）
１：引続取引業者等は次の各号の行為をしてはならない。
（１）引続取引等の契約を締結するようにする、または契約の解約また
は解除を妨害するために消費者に威力を加える行為
（２）虚偽または誇張された事実を知らせたり、その他欺満的な方法で
消費者との取引を誘導する、または契約の解約または解除を妨害する行
為
（３）引続取引等に必要な財貨などを通常取引価格より著しく高い価格
で購入するようにする行為
（４）消費者が引続取引等の契約を解約または解除したにもかかわらず
、正当な事由なしにこれによる措置を引き延ばすとか拒否する行為
（５）契約の解約または解除を妨害する目的で住所・電話番号などを変
更する行為
（６）紛争や苦情処理に必要な人員または設備の不備を相当期間放置し
消費者に被害を与える行為
（７）消費者の申込がないのに一方的に財貨などを供給して財貨などの
代金を請求する行為
（８）消費者の同意を受けないのに、繰り返し、または相当な不便を与
える恐れがある方法で電話などを通じて財貨などの取引を誘導する、ま
たはファクシミリ、コンピューター通信などを通じて財貨たちの取引に
関する情報を送る行為。
２：公正取引委員会はこの法違反行為の防止及び消費者被害の予防をた
めに引続取引業者等が守らなければならない基準を決めて告示すること
ができる。

第５章　消費者権益の保護

第３２条（基準約款の普及など）
１：公正取引委員会は健全な取引秩序の確立のために訪問販売、電話勧
誘販売、鼠講式販売及び引続取引（以下”特殊販売”と言う）での基準
になる約款（以下”基準約款”という）を関連分野の取引当事者、機関
及び団体の意見を聞いて定めることができる。
２：特殊販売を業にする者（以下”特殊販売業者”と言う）の使う約款
が第１項の規定による基準約款と相異なっている場合、特殊販売業者は
基準約款と異なって規定された約款の内容を消費者が分かりやすく表示
しなければならない。
３：公正取引委員会は特殊販売業者または該当する事業者団体に対して
基準約款の使用を勧奨することができる、また基準約款表紙を決めるこ
とができる。
４：第１項の規定による基準約款を使う特殊販売業者は第３項の規定に
よる基準約款表紙を公正取引委員会が決めるところによって使うことが
できる。
５：第４項の規定により基準約款表紙を使う特殊販売業者は基準約款に
比べて消費者に不利な該当の約款の内容を権利で主張することができな
い。

第３３条（消費者被害補償保険）
１：第１２条第１項の規定により登録しようとする鼠講式販売業者は次
各号の１（以下”消費者被害補償保険”という）の契約を締結しなけれ
ばならない。



（１）消費者被害補償のための保険契約
（２）消費者被害補償金の支給を確保するための金融機関との支給保証
契約
（３）第３４条の規定による共済組合との控除契約
２：公正取引委員会は訪問販売、電話勧誘販売及び引続取引等での消費
者保護のために消費者被害補償保険等の契約を締結するように勧奨する
ことができる。
消費者被害補償保険等の契約は、この法違反行為による消費者被害の補
償に適切な水準ではなければならない、またその具体的な基準は大統領
令で定める。
消費者被害補償保険等の契約による補償金を支給する義務がある者は、
補償金支給事由が発生した場合速やかにこれを支給しなければならない
、また総理令が定める遅延期間に対しては遅延賠償金を支給しなければ
ならない。
消費者被害補償保険等の契約を締結しようとする者は消費者被害補償保
険等の契約を締結するために売上高などの資料を提出するにおいて虚偽
資料を提出してはならない。
消費者被害補償保険等の契約を締結した者はその事実を示す表紙を使う
こととする。
消費者被害補償保険等の契約を締結しない事業者は第６項の規定による
表紙を使うか、これと類似の表紙を製作または使ってはならない。

第３４条（共済組合の設立）
１：特殊販売業者は消費者被害補償による補償金支給責任の保険事業な
ど第３３条第１項第３号の事業を共済事業で営むために公正取引委員会
の認可を受けて共済組合（以下”共済組合”という）を設立することが
できる、また人員の基準は大統領令で定める。
２：共済組合は法人とし、主な事務所の所在地に設立登記をすることで
成り立つ。
３：共済組合に加入した者は共済事業の遂行に必要な出資金などを組合
に納めなければならない。
４：共済組合の基本財産は組合員の出資金などで構成するが、政府は予
算の範囲の中で出資または補助することができる。
５：共済組合の組合員の資格、役員に関する事項及び出資金の負担基準
に関する事項は定款で決める。
６：共済組合の設立認可手続き、定款記載事項、運営及び監督などに関
して必要な事項は大統領令で定める。
７：共済組合が第１項の規定による共済事業をしようとする時は、控除
規定を決めて公正取引委員会の認可を受けなければならない。控除規定
を変更しようとする時にも同様とする。
８：第７項の控除規定には共済事業の範囲、控除料、共済事業にあてる
ための責任引当金など共済事業の運営に関して必要な事項を決めなけれ
ばならない。
共済組合に関してこの法に規定されたことを除き、民法の中で社団法人
に関する規定を準用する。

第３５条（特殊販売消費者団体などの支援）
公正取引委員会は特殊販売での公正取り引き秩序確立及び消費者の権益
を保護するための事業を施行する機関または団体に対して予算などの支
援ができる。



第６章　調査及び監督

第３６条（違反行為の調査申告など）
１：公正取引委員会または市・道知事はこの法の規定に違反した事実が
あると認める時には職権で必要な調査をすることができる。
２：市・道知事が第１項の調査を行おうとする場合は、公正取引委員会
に知らせるとし、公正取引委員会は調査などが重複される恐れがある場
合には市・道知事に調査の中止を要請することができる、また要請を受
けた市・道知事は相当な理由がない限りその調査を中止しなければなら
ない。
３：誰でもこの法の規定に違反される事実があると認める時にはその事
実を公正取引委員会または市・道知事に届けることができる。
４：公正取引委員会はこの法の規定に違反する行為が終了した日から５
年を経過した場合には当該違反行為に対してこの法による是正措置を命
じない、または課徴金などを賦課しない。

第３７条（不当行為に対する情報の公開など）
公正取引委員会は特殊販売の公正取引秩序確立と消費者被害予防のため
に必要な場合には大統領令が定めるところにより特殊販売業者のこの法
違反行為事実など不当行為に関する情報を公開することができる。

第３８条（評価認証事業者に対する指導）
１：名称如何を問わず特殊販売の公正取引秩序確立及び消費者保護のた
めに関連事業者の評価認証などの業務を遂行する者（以下”評価認証事
業者”と言う）はその基準・方法などを公示し、公示した基準によって
公正に評価認証しなければならない。
２：第１項の評価認証の基準及び方法は事業者の取引公正化及び消費者
保護のための努力と成果に関する情報を伝達するのに適切なことでなけ
ればならない。
３：公正取引委員会は第１項の規定による評価認証事業者に対して運用
状況等に関する資料を提出する事ができ、評価認証の公正化のために必
要な場合は評価認証の基準及び方法などの修正などを要求することが出
来る。

第３９条（報告及び監督）
１：市・道知事はこの法による是正勧告または処分をする等、この法に
より委任を受けた事務を処理した場合は、大統領令が定めるところによ
り公正取引委員会に報告しなければならない。
２：公正取引委員会はこの法の効率的な施行のために必要だと認める時
は、その所管事項に関して市・道知事などに対して調査・確認または資
料の提出を要求する、またはその他是正に必要な措置を要求することが
できる。
３：第２項の規定によって公正取引委員会の要求を受けた市・道知事は
特別な事由がない限りこれに応じなければならない。

第７章　是正措置及び課徴金賦課

第４０条（違反行為の是正勧告）
１：公正取引委員会または市・道知事は事業者がこの法の規定に違反さ



れる行為をする、またはこの法の規定による義務を履行しない場合、当
該行為を中止する、またはこの法に規定された義務を履行するように当
該事業者に対して是正方案を決めてこれに従うように勧告することがで
きる。
２：第１項の規定により勧告を受けた事業者は是正勧告を通知受けた日
から１０日以内に当該勧告を受諾するかどうかの可否に関して当該是正
勧告を行った行政庁に通知しなければならない。
３：第１項の規定により是正勧告を受けた者であって勧告を受諾した時
は、第４１条の規定による是正措置が命ざれたことと見なす。

第４１条（是正措置）
１：公正取引委員会は事業者がこの法の規定に違反される行為をする、
またはこの法の規定による義務を履行しない場合、該当する事業者等に
対してその是正のための後各号の定める措置を命ずることができる。
（１）当該違反行為の中止
（２）この法に規定された義務の履行
（３）法違反事実の公表
（４）その他に是正のための必要な措置
２：第１項第３号の規定による法違反事実の公表に関して必要な事項は
大統領令で定める。
３：公正取引委員会は第１項の規定による是正措置にもかかわらず違反
行為が繰り返される、または是正措置による履行をしない場合は、大統
領令が決めるところにより１年以内の期間を決めてその営業の全部また
は一部の停止を命ずることができる。ただし、その他不正な方法で第１
２条第１項の規定による登録をした場合、第３３条第１項の消費者被害
補償保険等の契約が解約された場合、または第１３条の規定による欠格
事由にあたるようになった場合は、大統領令が定めるところによりその
登録を取り消すことができる。

第４２条（消費者被害紛争調停の要請）
１：公正取引委員会は特殊販売と係わって特殊販売業者と消費者間紛争
がある場合、第４０条及び第４１条の規定による是正勧告または是正措
置を行う前に大統領令が決める消費者紛争調停機関にその調停を依頼す
ることができる。
２：第１項の規定により消費者被害紛争調停機関の勧告または調停案に
対して当事者が受諾した場合には大統領令が定めるところにより第４１
条の規定による是正措置と等しい効力を持つ。
公正取引委員会は第１項の規定により紛争の調停を要請する場合は当該
紛争の調停に必要な予算を支援することができる。

第４３条（課徴金）
１：公正取引委員会は特殊販売業者がこの法の規定に違反する行為をす
る、またはこの法の規定による義務を履行しないことで消費者に被害を
与える場合は、該当特殊販売業者に対して大統領令が定める違反行為関
連売上高を超過しない範囲内で課徴金を賦課することができる。ただし
、関連売上高がない若しくは算定することができない場合などには５千
万ウォンを超過しない範囲内で課徴金を賦課することができる。
２：公正取引委員会はこの法の規定によった課徴金を賦課するにおいて
次の各号の事項を斟酌しなければならない。
（１）違反行為による消費者被害の程度
（２）第１号の消費者被害に対する事業者の補償努力の程度



（３）違反行為によって取得した利益の規模
（４）違反行為の内容、期間及び回数など
公正取引委員会はこの法の規定を違反した会社である特殊販売業者の合
併がある場合は、該当の会社が行った違反行為は合併後存続する、また
は合併に伴い設立された会社が行った行為と見なし課徴金を賦課・取り
立てることができる。
第１項の規定による課徴金の賦課基準は大統領令で定める。

第８章　補則

第４４条（消費者などに不利な契約の禁止）
第６条ないし第９条、第１５条から第１８条、第２７条から第２９条の
規定に違反した契約で消費者に不利なことはその効力は無効とする。

第４５条（専属裁判所）
特殊販売業者との財貨などの取引に係わる訴訟は提訴当時の消費者の住
所を、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄にする
。ただし、提訴当時消費者の住所または居所が明らかでない場合にはそ
の限りではない。

第４６条（他の法律との関係）
１：特殊販売での消費者保護と係わりこの法と違う法律の適用が競合す
る場合は、この法をまず適用するが。他の法律を適用するのが消費者に
有利な場合にはその法を適用する。２：この法と情報通信網利用促進及
び情報保護等に関する法律の適用が競合する場合、この法の適用対象で
ある特殊販売業者に関してはこの法をまず適用して、情報通信副長官が
この法によって申告または登録された特殊販売業者に対して個人情報保
護関連法違反行為を理由で調査・是正をする場合には公正取引委員会に
調査・是正を要求しなければならない。

第４７条（個人情報の保護）
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第１０条は特殊販売業
者の個人情報の保護に関してこれを準用する。この場合、電子商取引ま
たは通販は特殊販売と見なす。

第４８条（権限の委任委託）
１：公正取引委員会はこの法の規定による権限の一部を大統領令が定め
るところにより所属機関の長または市・道知事に委任する、または他の
行政機関の長に委託することができる。
２：市・道知事はこの法による権限の一部を大統領令が定めるところに
より市長・郡長・区長（自治区の区長を言う）に委任することができる
。
公正取引委員会はこの法の効率的な執行のために必要な場合、事務の一
部を第５０条の規定により登録された事業者団体に委託することができ
る。

第４９条（独占規制及び公正取引に関する法律の準用）
１：この法による公正取引委員会の審議・議決に関しては独占規制及び
公正取引に関する法律第４２条から第４５条及び第５２条を、この法に
よる公正取引委員会の処分及び第４８条により委任された権限による市



・道知事、市長・郡長・区長の処分に対する異議申立・訴の申立及び不
服の訴の専属管轄に関しては同法第５３条から第５５条の２の規定をそ
れぞれ準用する。
２：独占規制及び公正取引に関する法律第５０条及び第５１条の規定は
この法違反行為に対する公正取引委員会または市道知事の調査・意見聞
取及び是正勧告に関してこれを準用する。
３：この法による職務に携わる、または携わった公正取引委員会の委員
または公務員に対しては独占規制及び公正取引に関する法律第６２条の
規定を準用する。
第４３条第１項の規定による課徴金の納付期限の延長及び分割納付に関
しては独占規制及び公正取引に関する法律第５５条の４の規定を準用す
る。

第５０条（事業者団体の登録等）
１：特殊販売の健全な発展と消費者に対するネーム・バリューの向上そ
の他共同の利益増進を目的に設立された事業者団体は大統領令が定める
ところによって公正取引委員会に登録することができる。
２：第１項の規定により登録した団体として、第４８条第３項の規定に
より公正取引委員会から事務の委託を受けた事業者団体の役員及び職員
は刑法第１２９条から第１３２条の規定による罰則の適用においてはこ
れを公務員と見なす。

第９章　罰則

第５１条（罰則）
１：次の各号の１にあたる者は５年以下の懲役または２億ウォン以下の
罰金に処する。 この場合各号の１にあたる者が当該法違反行為と係わっ
て販売または取引した代金総額の３倍に相当する金額が２億ウォンを超
過する時には５年以下の懲役または販売若しくは取引した代金総額の３
倍に相当する金額以下の罰金に処する。
（１）第１２条第１項の規定に違反して登録をせず(第４１条第３項の規
定により登録が取消しされた場合を含む)鼠講式販売組職を開設・管理ま
たは運営した者
（２）虚偽その他不正な方法で第１２条第１項の規定による登録をし、
鼠講式販売組職を開設・管理または運営した者(第２２条第１項第１２号
の禁止行為をした者も含む)
（３）第２２条第２項の規定に違反して事実上財貨などの取引なしに金
銭取引のみを行った者
２：第１項の懲役刑と罰金刑はこれを併科することができる

第５２条（罰則）
１：次の各号の１にあたる者は３年以下の懲役または１億ウォン以下の
罰金に処する。
（１）第４１条第１項の規定に違反して是正措置命令に応じない者
（２）第４１条第３項の規定による営業停止命令に違反して営業をした
者
２：第１項の懲役刑と罰金刑はこれを併科することができる

第５３条（罰則）
１：次の各号の１にあたる者は２年以下の懲役または５千万ウォン以下



の罰金に処する。
（１）第１０条第１項第１号、第２号または第５号の規定に違反する禁
止行為をし、消費者に被害を与えた者
（２）第１２条第２項及び第３項の規定による申告をするにあたり、虚
偽で届けた者
（３）第２２条第１項第１号、第２号、第５号から第１０号の規定に違
反する禁止行為をし、消費者または鼠講式販売員に被害を与えた者
（４）第３１条第１号・第２号または第５号の規定を違反する禁止行為
をし、消費者に被害を与えた者
（５）第３３条第５項の規定に違反し、消費者被害補償保険等の契約を
締結するにあたり虚偽資料を提出した鼠講式販売業者
（６）第３３条第７項の規定に違反し、虚偽または類似の表紙を製作ま
たは使った者
（７）第４７条の規定により準用される情報通信網利用促進及び情報保
護等に関する法律第１０条第２項の規定に違反し、消費者の同意を得た
範囲を超過して個人情報を利用する、または第３者に提供した者
２：第１項の懲役刑と罰金刑はこれを併科できる

第５４条（罰則）
次各号の１にあたる者は１年以下の懲役または３千万ウォン以下の罰金
に処する。
（１）第４条の規定による申告をするにあたり虚偽で届けた者
（２）第１０条第１項第３号の規定に違反する禁止行為をし、訪問販売
員に被害を与えた者
（３）第１１条第１項または第２４条第１項の規定に違反して休業期間
または営業停止期間中に続かなければならない業務を続けない者
（４）第１２条第２項及び第３項の規定による申告をしない者
（５）第１４条第２項の規定により鼠講式販売員として登録することが
できない者が鼠講式販売員として登録した者
（６）第１４条第３項の規定による鼠講式販売院登録証または第１４条
第５項の規定による鼠講式販売員手帳に虚偽事実を記載して交付した者
。
（７）第１４条第４項の規定に違反して鼠講式販売院登録簿を虚偽で作
成した者
（８）第２２条第１項第３号から第１１号の規定に違反する禁止行為を
し、消費者または鼠講式販売員に被害を与えた者
（９）第３０条の規定に違反して財貨などの取引記録などを虚偽で作成
して消費者に被害を与えた者

第５５条（罰則）
次の各号の１にあたる者に対しては１千万ウォン以下の罰金に処する。
（１）第４条第１項の規定による申告をしない者
（２）第５条の規定に違反して氏名(名前)などを虚偽で明示した者
（３）第６条第１項、第１５条または第２７条第１項の規定による契約
書を交付するにおいて虚偽で記載した契約書を交付した者
（４）第１０条第１項第４号、第７号または第８号の規定に違反して禁
止行為をした者
（５）第１９条第１項の規定に違反した者
（６）第２０条の規定に違反する内容の後援手当てに関する表示広告を
行った者
（７）第２１条第１項の規定に違反した者



（８）第２２条第１項第４号、第７号、第８号または第９号の規定に違
反して禁止行為をした者
（９）第３１条第３号、第４号、第７号または第８号の規定に違反して
禁止行為をした者

第５６条（両罰規定）
法人の代表者、法人または個人の代理人・使用人その外の従業員がその
法人または個人の業務に関して第５１条から第５５条の違反行為をした
時は行為者を罰する以外にその法人または個人に対しても各該当する罰
金刑を科する。
２：第５１条から第５５条の違反行為をした者または第１項によって罰
金刑が賦課される法人または個人が公正取引委員会の処分を受けた時、
または消費者の被害を償った時には第５１条から第５５条の罰則(刑)を
減軽または免除することができる。

第５７条（過料）
１：次の各号の１にあたる者は１千万ウォン以下の過料に処する。
（１）第８条から第１７条の規定に違反して財貨などの代金を還付しな
い、または還給に必要な措置を取らなかった者
（２）第１０条第１項第６号、第２２条第１項第６号または第３１条第
６号の規定に違反して禁止行為をした者
（３）第１４条第３項の規定による鼠講式販売院登録証または第１４条
第５項の規定による鼠講式販売員手帳を交付しない者
（４）第１４条４項の規定による鼠講式販売員登録簿を作成しない者
（５）第２９条の規定に違反して違約金を過多に請求する、または代金
還給を拒否した者
（６）第４９条第２項の規定によって準用される独占規制及び公正取引
に関する法律第５０条第１項第１号の規定に違反して正当な事由なしに
出席しない者
（７）第４９条第２項の規定によって準用される独占規制及び公正取引
に関する法律第５０条第１項第３号または第３項の規定による報告また
は必要な資料や品物の提出をしない、または虚偽の報告または資料や品
物を提出した者
（８）第４９条第２項の規定によって準用される独占規制及び公正取引
に関する法律第５０条第２項の規定による調査を拒否・妨害または忌避
した者
２：次各号の１にあたる者は５００万ウォン以下の過料に処する。
（１）第４条第２項及び第３項の規定による申告をしない者
（２）第５条の規定に違反して氏名(名前)等を明示しない者
（３）第６条第１項、第１５条または第２７条第１項の規定による契約
書を交付しない者
（４）第１９条第２項の規定に違反して後援手当ての算定及び支給基準
を変更した者
（５）第１９条第４項の規定に違反して後援手当ての支給内訳や支給基
準の閲覧を許容しない者
（６）第３０条の規定による財貨などの取引記録などを消費者が閲覧す
ることができるようしない者
（７）第４７条の規定によって準用される情報通信網利用促進及び情報
保護等に関する法律第１０条の規定に違反して個人情報を収集利用した
者



第１項及び第２項の規定による過料は大統領令が定めるところによって
公正取引委員会または市・道知事が賦課・取立てる。
第１項及び第２項の規定による過料の賦課基準は大統領令で定める。
第１項及び第２項の規定による過料処分に不服のある者はその処分の通
知を受けた日から３０日以内に公正取引委員会に異議を申し立てること
ができる。
第１項及び第２項の規定による過料処分を受けた者は第５項の規定によ
って異議を申し立てた時は公正取引委員会は速やかに管轄法院にその事
実を知らせなければならない、またその通報を受けた管轄法院は非訟事
件節次法による過料の裁判をする。
第５項の規定による期間内に異議を申し立てず過料を納めない場合、公
正取引委員会が賦課した場合は国勢滞納処分の手続によって、市・道知
事が賦課した場合は地方税滞納処分の手続によってこれを取り立てる。

付則 

第１条（施行日）
この法は２００２年１月１日から施行する。
第２条（申告登録に関する経過措置）
１：この法施行当時以前の規定によって訪問販売業としての申告を終え
た者はこの法によって届けたことと見なす。ただし、続いてこの法によ
る訪問販売業を営もうとする者はこの法施行後２ヶ月以内に第４条の規
定による申告事項の中で加えられる事項に関してこれを補わなければな
らない。
２：この法施行時以前の規定によって鼠講式販売業の登録を終えた者は
この法によって登録したことと見なす。ただし、続いてこの法による鼠
講式販売業を営もうとするの者はこの法施行後２ヶ月以内に第１２条の
規定による登録者項の中に加えられる事項に関してこれを補わなければ
ならない。
３：この法施行時以前の規定によって鼠講式販売業者が払戻保証金とし
て供託した金額または有価証券は当該鼠講式販売業者がこの法第３３条
の規定による消費者被害補償保険等の契約を締結して第２項の規定によ
って登録した日の翌日からこれの返還を受けることができる。
４：この法施行時以前の規定によって営業の休業または廃業を届けた、
または休業を届けた場合はこの法によって届けたことと見なす、休業後
また営業を再開しようとする場合にはこの法の規定によって届けなけれ
ばならない。
第３条（消費者保護に関する経過措置）
この法施行時以前の訪問販売に関する法律の規定によって行われた取引
に対する申込の撤回及びそれによる還給義務などは以前の規定による。
第４条（他の法令との関係）
この法施行当時他の法令で以前の訪問販売に関する法律またはその規定
を引用している場合、この法の中でそれにあたる規定がある時は以前の
規定に替えてこの法またはこの法の該当の規定を引用したことと見なす
。
第５条（営業の停止に関する経過措置）
１：この法施行前の行為に対する営業停止の処分においては以前の規定
による。
２：この法施行時以前の規定によって執行中の営業停止処分はこの法に
よることと見なす。



第６条（罰則に関する経過措置）
この法施行前の行為に対する罰則の適用においては以前の規定による。
第７条（過料に関する経過措置）
１：この法施行前の行為に対する過料の処分は以前の規定による。
２：この法施行時以前の規定によって行われた過料処分はこの法によっ
て行われたことと見なす。
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